
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示
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開
始
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四
五

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
三
四
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
五

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
十
八
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

光
子
沢
大
野

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
清
子
字
河
原

一
一
九
・
〇

平
成
十
六
年

線

二
四
三
六
番
の
一
地
先
か
ら

五
月
二
十
日

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
清
子
字
河
原

二
四
五
〇
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
施
行
者
の
名
称

鰍
沢
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

増
穂
及
び
市
川
大
門
都
市
計
画
下
水
道
事
業
鰍
沢
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
三
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
の
事
業
地
に
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
大
字
駅
前
通
二
丁

目
字
沢
ノ
戸
の
一
部
を
加
え
、
大
字
駅
前
通
一
丁
目
字
町
尻
、
字
西
田
、
字
前
田
及
び
字
渕
尻
の

上
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

な
し

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

東
山
梨
郡
春
日
居
町
加
茂
字
竹
ノ
内
一
番
一

二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

四
六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
六
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
四
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

五
月
十
七
日

第
千
四
百
七
十
六
号

月　曜　日



○
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号
（
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
）

五

上

五
行
目
と
六
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

同

同

九

を
加
え

を
加
え
、「
及
び
山
梨
県
工

業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り

同

同

終
わ
り
か
ら
十
三

第
五
条
第
二
項

第
五
条
第
一
項

同

同

終
わ
り
か
ら
十
二

政
策
秘
書
室
長
（
秘
書
課

政
策
秘
書
室
（
秘
書
課

同

下

十
二

に
つ
い
て
行
政
文
書
収
発
簿
に
つ
い
て
、
行
政
文
書
収
発

簿

六

上

一

第
十
九
条

第
十
九
条
第
一
項

同

下

十

同
条
第
三
項
中
、
「
主
務
課
同
条
第
三
項
中
「
主
務
課
長

長
は

は

七

下

六

「
国
　
　
　
　
際

「
国
　
　
　
　
際

課
　
国
　
際
」
に

課
　
国
　
際
」
に
、「
環

境
活
動
推
進
課
　
　
　
　
環

推
」
を
「
循
環
型
社

会
推
進
課
　
　
循
　
推
」
に

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
六
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

三
四
六


